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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月27日(2017.11.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプラント周囲炎の治療および／または予防用の薬剤の製造のための、パーツキット
の使用であって、ここでパーツキットは、
　ａ）アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グルタミ
ン、イソロイシン、ロイシン、リジンおよび／またはバリンからなる群から選択される１
種以上のアミノ酸を含む第一水性成分、ならびに
　ｂ）Ｃｌ2、次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩、塩素酸塩、過塩素酸塩および／または次亜塩
素酸化合物からなる群から選択される活性塩素化合物を含む第二水性成分、を含み、
　ここで、第一水性成分および／または第二水性成分は、９～１１．５のｐＨ値を有する
、
上記使用。
【請求項２】
　第一水性成分および第二水性成分は、１０から１１．５のｐＨを有する、請求項１に記
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載の使用。
【請求項３】
　第一水性成分と第二水性成分とを室温で、１気圧で、混合して得られる治療製剤は、混
合された後３０秒以内に９から１１．５のｐＨを有する、請求項１または２に記載の使用
。
【請求項４】
　薬剤は、インプラント周囲炎の治療用である、請求項１～３のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項５】
　インプラント周囲炎の治療は、インプラント周囲炎の外科的治療を含む、または、から
なる、請求項４に記載の使用。
【請求項６】
　薬剤は、インプラント周囲炎の予防用である、請求項１～３のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項７】
　インプラント周囲炎の予防は、口腔粘膜炎の治療を含む、または、からなる、請求項６
に記載の使用。
【請求項８】
　第二水性成分中の活性塩素化合物の量は、０.５～５、０.５～３、または１～２重量％
である、請求項１～７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項９】
　１種以上のアミノ酸は、グルタミン酸、ロイシンおよびリジンを含む、または、からな
る、請求項１～８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１０】
　第一水性成分は、１種以上のアミノ酸を０．１～１重量％含む、請求項１～９のいずれ
か１項に記載の使用。
【請求項１１】
　第一水性成分は、さらにゲル状物質を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の使
用。
【請求項１２】
　ゲル状物質は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）および／もしくはカルボキシメチル
セルロースおよび／もしくは多糖類物質、または、カルボキシメチルセルロースナトリウ
ム（Ｎａ－ＣＭＣ）のようなその塩、を含む、または、である、請求項１１に記載の使用
。
【請求項１３】
　第一水性成分は、ゲル状物質を２～４重量％含む、請求項１１または１２に記載の使用
。
【請求項１４】
　パーツキットは、
　ａ）グルタミン酸、ロイシンおよびリジンを０．１～１重量％、およびカルボキシメチ
ルセルロースナトリウムを２～４重量％含む、第一水性成分、ならびに
　ｂ）次亜塩素酸ナトリウムを１～２重量％含む、第二水性成分、を含む、
請求項１～１３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１５】
　第一水性成分は、さらにＴｉＯ2および／またはＮａＣｌを含む、請求項１～１４のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項１６】
　パーツキットは、さらに、下記式（Ｉ）：
　　ＲＮＨＮＨ2　（Ｉ）
（ここで、Ｒは、発色基を含むかまたはＮＨＮＨ2とともに発色基を形成する化学基であ
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る）
のヒドラジン誘導体化合物である１以上の化合物を含む、
請求項１～１５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１７】
　インプラント周囲炎の治療および／または予防の薬剤の製造のための、治療製剤の使用
であって、ここで治療製剤は、
　ａ）アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グルタミ
ン、イソロイシン、ロイシン、リジンおよび／またはバリンからなる群から選択される１
種以上のアミノ酸を含む第一水性成分、ならびに
　ｂ）Ｃｌ2、次亜塩素酸塩、亜塩素酸塩、塩素酸塩、過塩素酸塩および／または次亜塩
素酸化合物からなる群から選択される活性塩素化合物を含む第二水性成分、
を混合することにより得られ、
　ここで、第一水性成分および／または第二水性成分は、９～１１．５のｐＨ値を有する
、
上記使用。
【請求項１８】
　第一水性成分および第二水性成分は、１０から１１．５のｐＨを有する、請求項１７に
記載の使用。
【請求項１９】
　第一水性成分と第二水性成分とを室温で、１気圧で、混合して得られる治療製剤は、混
合された後３０秒以内に９から１１．５のｐＨを有する、請求項１７または１８に記載の
使用。
【請求項２０】
　薬剤は、インプラント周囲炎の治療用である、請求項１７～１９のいずれか１項に記載
の使用。
【請求項２１】
　インプラント周囲炎の治療は、インプラント周囲炎の外科的治療である、請求項２０に
記載の使用。
【請求項２２】
　薬剤は、インプラント周囲炎の予防用である、請求項１７～１９のいずれか１項に記載
の使用。
【請求項２３】
　インプラント周囲炎の予防は、口腔粘膜炎の治療を含む、または、からなる、請求項２
２に記載の使用。
【請求項２４】
　第一水性成分および第二水性成分は、体積比１：２～２：１で、好ましくは体積比１：
１で混合される、請求項１７～２３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２５】
　第二水性成分中の活性塩素化合物の量は、０.５～５、０.５～３、または１～２重量％
である、請求項１７～２４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２６】
　１種以上のアミノ酸は、グルタミン酸、ロイシンおよびリジンを含む、または、からな
る、請求項１７～２４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２７】
　第一水性成分は、１種以上のアミノ酸を０．１～１重量％含む、請求項１７～２６のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項２８】
　第一水性成分は、さらにゲル状物質を含む、請求項１７～２７のいずれか１項に記載の
使用。
【請求項２９】
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　ゲル状物質は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）および／もしくはカルボキシメチル
セルロースおよび／もしくは多糖類物質、または、カルボキシメチルセルロースナトリウ
ム（Ｎａ－ＣＭＣ）のようなその塩、を含む、または、である、請求項２８に記載の使用
。
【請求項３０】
　第一水性成分は、ゲル状物質を２～４重量％含む、請求項１７～２９のいずれか１項に
記載の使用。
【請求項３１】
　治療製剤は、
　ａ）グルタミン酸、ロイシンおよびリジンを０．１～１重量％、およびカルボキシメチ
ルセルロースナトリウムを２～４重量％含む、第一水性成分、ならびに
　ｂ）次亜塩素酸ナトリウムを１～２重量％含む、第二水性成分、
を混合することにより得られる、請求項１７～３０のいずれか１項に記載の使用。
【請求項３２】
　第一水性成分は、さらにＴｉＯ2および／またはＮａＣｌを含む、請求項１７～３１の
いずれか１項に記載の使用。
【請求項３３】
　治療製剤は、下記式（Ｉ）：
　　ＲＮＨＮＨ2　（Ｉ）
（ここで、Ｒは、発色基を含むかまたはＮＨＮＨ2とともに発色基を形成する化学基であ
る）
のヒドラジン誘導体化合物と混合される、
請求項１７～３２のいずれか１項に記載の使用。
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